
三

指
定
製
作
者
等

第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
の
書
面
（
同
号
括
弧

書
の
書
面
を
除
く
。）の
記
載
事

項
に
軽
微
な
変
更
（
霧
灯
の
取

り
外
し
に
係
る
変
更
そ
の
他
の

変
更
に
係
る
自
動
車
の
型
式

が
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
自
動

車
（
以
下
「
指
定
自
動
車
」
と

い
う
。）の
型
式
と
同
一
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
変

更
に
係
る
自
動
車
が
、
道
路
運

送
車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
つ
た

場
合

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書

変
更
後
遅
滞
な
く

第
六
条
第
一
項
の
表
中
「
三

指
定
製
作
者
等

四

指
定
を
受
け
た
者

」
を
「
四

指
定
製
作
者
等

五

指
定
を
受
け
た
者

」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
中「

温
度

度

」

を 「
温
度
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素

含
有
量

度ミ
リ

グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

に
、

「
Ｐ
Ｃ
Ｂ

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

を「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

に
、

「
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

を 「
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

に
、

「
ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

弗 ふ
つ素
化
合
物

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル

ピ
コ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

を

ク
ロ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

「

ミ
リ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル

ピ
コ
グ
ラ
ム
／
リ
ッ
ト
ル
」

に
改
め
る
。

省

令

平成˜š年�月™œ日 月曜日 第š˜›š号官 報
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こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省

環

境

省
令
第
一
号

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七

号
）
第
九
条
の
四
第
二
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第

九
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
水
の
水
質
の
検

定
方
法
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

環
境
大
臣

川
口

順
子

下
水
の
水
質
の
検
定
方
法
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

下
水
の
水
質
の
検
定
方
法
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

十
七
年
厚
生
省

建
設
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
中
第
三
十
九
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三
十

八
号
を
削
り
、
第
三
十
七
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
三
十

二
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
十
五
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
十
三

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

排
水
基
準
を
定

め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ほ
う
素
及
び

そ
の
化
合
物
に
係
る
検
定
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法

三
十
四

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

排
水
基
準
を
定

め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ふ
つ
素
及
び

そ
の
化
合
物
に
係
る
検
定
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が

定
め
る
方
法

第
八
条
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
十
七

号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六

号
中
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
」に
改
め
、

同
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。五

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸

性
窒
素
含
有
量

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物
に
係
る

検
定
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

附
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こ
の
省
令
は
、平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
型
式
指
定
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
変
更
し
た
と
き
」
の
下
に「（
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
そ
の
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
指
定
自
動
車
」
と
い
う
。）」
を
「
指
定
自
動
車
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
て
い
る
変
更
の
承
認
の
申
請
書
で
あ
っ
て
軽
微
な
変
更
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
同

令
第
六
条
第
一
項
の
表
第
三
号
の
届
出
書
と
み
な
す
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

下
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路

運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
備
考
^
中
「こ

と
。
た
だ
し
、
打
刻
を
鋳
物
浮
出
し
等
と
し
た
場
合
で
打
刻
字
体
を
押
印
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
打
刻
の
拓
本

」
を
「か

、
又
は
打
刻
の
拓
本
若
し
く
は
打
刻
と
同
一
寸
法
の
写
真
若
し

く
は
図
面

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™


